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建設経済常任委員会記録 

 

１ 日 時  令和７年９月９日（火）午前１０時００分～午前１１時５１分 

２ 場 所  全員協議会室 

３ 出 席 委 員  委員長  三島 好雄 

副委員長 岡村 茂樹 

委 員  川﨑 孝昭  君国 泰照  中川 隆志  平岡 実千男 

藤沢 宏司 

議 長  山本 達也 

４ 委員外議員  篠脇 丈毅  長友 光子  平井 保彦 

５ 執 行 部 （建設部）  部長                 礒部 浩昭 

         土木課   課長                 上田 佳宏 

       建築住宅課   課長                 木戸三千雄 

       都市計画課   課長                 岸田 稔明 

        下水道課   課長                 糸浴 秀樹 

               補佐                 西原  亨 

（柳井地域広域水道企業団派遣） 

建築部付部長                 西本 和生 

建築部付課長                 秋元 正幸 

建築部付主査                 川向 良平 

        （経済部）  部長                 有道 茂一 

       農林水産課   課長                 村田 裕紀 

       経済建設課   課長                 新本  博 

       商工観光課   課長                 水村 康弘 

    農業委員会事務局   局長                 楠原慎太郎 

７ 事務局          次長  寺岡 富美  書記  中村 武尊 

８ 協議事項 

１【付託議案】 

（１）議案第４３号 柳井市手数料条例の一部改正について          [都市計画課] 

（２）議案第４６号 [分割付託] 令和７年度柳井市一般会計補正予算（第２号） 

（３）認定第 １ 号 令和６年度柳井市水道事業会計決算認定について      [下水道課] 

（４）認定第 ２ 号 令和６年度柳井市下水道事業会計決算認定について     [下水道課] 

２【付託調査事項】 

（１）中心市街地の活性化と企業誘致について 

（２）地域資源を生かした観光の振興について 

（３）農林水産業及び地域の活性化について 

３【その他】 
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（開会 午前１０時００分） 

委員長（三島 好雄）  定刻となりましたので、委員会の開会に先立ちまして、互礼を行いたい

と思います。御起立をお願いいたします。 

［ 「互礼」 「おはようございます」 「御着席願います」 ］ 

委員長（三島 好雄）  それではただいまから、建設経済常任委員会を開会いたします。委員の

皆さん、そして執行部の皆さん、本日は大変お忙しい中を御出席いただきまして誠にありが

とうございます。 

本日の会議に３名の委員外議員さんより、出席したい旨の申し出がございましたので、こ

れを許可いたします。 

本日、皆様方に御審議をお願いいたしますのは、先の本会議において、本委員会に付託と

なりました議案２件、認定議案２件、付託調査事項及びその他ということでございます。 

発言の際には、挙手の上、大きな声でハッキリと発言していただきますようよろしくお願

いいたします。 

また、委員外議員さんにつきましては、執行部からの説明、報告に対して、質疑のみが可

能であり、意志表明、執行部に対しての要望等はできない申合せになっておりますので、よ

ろしくお願いいたします。 

初めに、大きな 1 番の付託議案等の審査を行います。 

議案第４３号柳井市手数料条例の一部改正について、これを議題といたします。執行部か

ら補足説明があればお願いします。 

都市計画課長（岸田 稔明）  議案書の１１㌻を御覧ください。地方自治法第２２７条の規定に

基づき、特定の者のためにする事務について徴収するところを定めた柳井市手数料条例別表

の開発行為の許可の審査に係る事項において、山口県の使用料手数料条例の一部改正に伴い、

柳井市も併せて一部改正を行うものです。 

平成２１年４月１日から、山口県の事務処理の特例に関する条例に基づき、開発面積１ha

未満の開発行為の許可に係る事務を柳井市が行うこととなりました。権限移譲された部分に

ついては、移譲を受けた自治体がそれぞれ定めることとなっているため、同日付で開発行為

の許可の審査に係る手数料の項を新設しました。現行の手数料は平成２３年４月１日に施行

したもので、県が平成２２年４月１日に使用料手数料条例を一部改正したことによるもので

す。この度、県が令和７年３月議会に使用料手数料条例の一部改正の議案を提出して議決さ

れ、令和７年４月１日に施行されました。前回から１５年ぶりの改正となります。 

今回の改正となる部分でございますが、開発許可には３つの区分がございまして、自己居

住用、自己業務用、その他という３つの区分があります。その内、自己居住用の０．６ha 以

上１ha 未満の開発行為が８万７，０００円から８万８，０００円へ変更となります。それか

ら自己業務用の０．３ha 以上０．６ha 未満の開発行為が６万６，０００円から６万７，００

０円へ、その他の０．１ha 未満の開発行為が８万７，０００円から８万８，０００円へそれ

ぞれ変更となります。以上でございます。 

委員長（三島 好雄）  ただいまの説明を受けまして、各委員さんから御質疑、御意見等はござ

いませんか。 
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委員（藤沢 宏司）  県から委譲を受けて、評価をするということですが、この手数料はそのま

ま市に入るのですか。いくらか県に入るとかそういうのはあるのですか。 

都市計画課長（岸田 稔明）  この手数料については、柳井市に歳入として入るようになります。

今、権限移譲を受けておりますので、その権限移譲の交付が県から別途ございます。 

委員（藤沢 宏司）  県からも別にこの料金とは別になにか交付があるということですか。それ

は１件につきいくらとか決まっているのですか。 

都市計画課長（岸田 稔明）  これにつきましてはパッケージ形式というものがあるのですが、

一括して県から移譲を受けておりますので、過去の実績に応じて県から事務手数料に対する

交付があるということでございます。 

委員（藤沢 宏司）  例えば、開発行為の実施申請があってもなくても１０万円なら１０万円入

るということですか。 

都市計画課長（岸田 稔明）  この開発に係る行為については年によって増減がありますが、そ

の実績に応じて県が計算をして、それを県から受けるということでございます。 

委員長（三島 好雄）  ほかにございませんか。 

［ 「なし」と呼ぶ者あり ］ 

委員長（三島 好雄）  それではないようでございましたら、委員外議員さんから御質疑はござ

いませんか。 

［ 「なし」と呼ぶ者あり ］ 

委員長（三島 好雄）  それではないようでございましたら、以上で質疑を終わります。 

これより議案第４３号について、委員会としての採決を行います。お諮りいたします。本

案を原案のとおり可決と決することに御異議ございませんか。 

［ 「異議なし」と呼ぶ者あり ］ 

委員長（三島 好雄）  御異議なしと認めます。よって、議案第４３号は、全員異議なく、原案

のとおり可決と決しました。 

  次は、分割付託となっております議案第４６号令和７年度柳井市一般会計補正予算（第２

号）、これを議題といたします。執行部から補足説明があればお願いします。 

商工観光課長（水村 康弘）  補正予算書の１９㌻をお願いいたします。労働費のアクティブや

ない運営費について御説明いたします。当施設は開館から２７年が経過しており、昨年度は、

多目的ホールの空調設備を更新いたしましたが、現在、それ以外の空調設備において不具合

が発生している状況です。１階の多目的ホールを除く全ての部屋及び２階全室の空調設備の

修繕に要する経費でございます。 

経済建設課長（新本 博）  続きまして、４目漁港管理費について御説明をいたします。１４節

工事請負費の漁港施設補修・整備工事費は、柳井漁港江の浦Ａ防波堤機能保全工事の老朽化

した防波堤の長寿命化に伴う海底の基礎石の施工に必要な費用です。施工中の柳井漁港江の

浦Ａ防波堤機能保全工事は、海底にある既存の基礎石の上部にコンクリート構造物を立ち上

げ施工を行う計画でしたが、施工前の海底の潜水調査で局所的に基礎石の流出が確認されま

した。基礎石の流出は、防波堤の安定性に影響を与えることから、この度流出した基礎石の

追加施工の補正をお願いするものです。 
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商工観光課長（水村 康弘）  ２０㌻をお願いいたします。商工費の商工振興費でございます。

市制度融資保証料補給補助金でございますが、既に７月末時点で当初予算額の半分以上を消

化するペースで推移しております。このような状況ですと１０月には予算の不足が見込まれ

ることから、想定する不足額を要求するものでございます。 

次に観光費についてでございます。清掃業務委託料につきましては、大畠駅前トイレの供

用開始は、当初、４月を予定しておりましたが、１０月末からの供用開始となったため、Ｊ

Ｒ大畠駅のトイレが使用できなくなった７月から仮設トイレ３基を設置して対応してまい

りました。仮設トイレのため清掃用の水道がなく、ポリタンクで水を持参して清掃している

ことから清掃単価が高くなっており、当初予算額では年間を通じて不足が見込まれることか

ら不足額を要求するものでございます。 

土木課長（上田 佳宏）  土木費の道路維持費を説明します。まず、委託料の応急対応業務委託

料についてですが、市道の緊急補修を行うため必要な経費を計上しています。今年度に入り

コンクリート舗装の破損、暗渠排水管の劣化による舗装の陥没が例年より多く発生しており

ます。近年、陥没に対して市民の意識も高いこともありますので、通行に支障がないように

早急に補修を対応するものです。 

使用料及び賃借料の重機等借上料については、軽微な市道補修及び維持作業のバックホウ、

ダンプ等の借上げに必要な経費を計上しています。 

２１㌻をお願いいたします。次に工事請負費についてですが、維持補修工事に必要な経費

を計上しております。資料０１の土木課関係工事一覧表を御覧下さい。資料１㌻をお願いし

ます。①の市道舗装補修工事については、舗装の陥没及び段差を解消するため、オーバーレ

イによる補修を行います。施工箇所については６か所を予定しております。２㌻から施工箇

所となります。大原笠塚線は、カーブ付近と路肩に大きな段差があり、ハンドルが取られる

状況にあります。井向線は川側の路肩が全体的に下がっています。３㌻の新天地大師線は、

埋設管部分が下がって水溜りが発生しております。下の大田松堂線は、広く下がり段差があ

ります。４㌻の田布路木高須線も全体的に深く下がっております。開作福井線は、３か所段

差がありましたので、オーバーレイで解消するものです。いずれも埋設管等の破損による、

陥没ではないことを確認しています。続きまして、５㌻のみずほ境開線看板設置工事は、大

型車に対してお願いの看板を設置するものです。柳井警察署前から東条大橋の交差点までの

沿線の方々から、大型車の通過交通について、家屋の振動の相談を受けておりました。また、

一部歩道がないため、朝夕、高校生の通学において大型車との離合が危険な状態です。この

看板は、大型車の通過交通を抑制するためのお願い看板を設置するものです。なお、規制を

求めるものではありません。これにより国道１８８号線、県道光柳井線を通行していただく

ように促すものです。 

続きまして、道路新設改良費です。委託料の測量・分筆登記委託料については、箕越大祖

線の道路改良工事で、整備した側溝部分に個人の土地が判明されたため、分筆測量を実施し、

登記を行う経費を計上しています。 

工事請負費ですが、資料０１を御覧ください。５㌻の③の和田門前線舗装工事は、道路の

拡幅が完成したため、アスファルト舗装を施工するものでございます。 
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続きまして、河川総務費です。委託料の調査業務委託料は、準用河川堆積土砂量調査等業

務を計上しています。３０河川の内、河川パトロールによる点検や地元要望など、河川浚渫

の必要性がある９河川について堆積土砂量の調査を行うものです。緊急浚渫推進事業債が５

か年に延長されたことから調査等業務を行うものです。なお、浚渫工事については、年次計

画を立てた上、今年度以降実施する予定としております。 

下水道課長（糸浴 秀樹）  補正予算書の２２㌻をお願いします。資料は０２でございます。都

市下水路費における下水路改良工事は、柳井自動車学校沿いの下水路合流箇所が豪雨等によ

り洗堀され、擁壁の根入れがなくなり傾いているため、擁壁のかわりに長さ約１０ｍの矢板

を地中に埋め込む工法を採用して護岸を復旧するものです。また、それに伴う測量・設計委

託料も計上しています。 

都市計画課長（岸田 稔明）  同じく２２㌻をお願いします。５項都市計画費でございます。委

託料の植栽管理業務委託料につきましては、都市公園の維持管理のための草刈や伐採などに

必要となる予算が不足となったため追加で予算を計上しております。安全性や公園外からの

視認性を確保するために必要となる伐採や剪定については、各公園の状況を確認して実施し

ておりますが、昭和５０年代から６０年代に整備した都市公園を中心に老木が急速に増加し

たり、公園外周の寄せ植えなどが著しく成長して隣地や道路へ越境したりしていることから、

これらの伐採や剪定に係る費用が当初の想定以上に増加しております。一部の公園の植栽管

理については、現在予算が不足しているため、発注できない状況となっており、草刈りの一

部については、職員で対応を行っている状況であります。職員での対応が難しい剪定や伐採

については、今回の補正以降にて対応してまいりたいと考えております。以上でございます。 

委員長（三島 好雄）  ただいまの説明を受けまして、各委員さんから御質疑、御意見等はござ

いませんか。 

委員（平岡 実千男）  １９㌻の漁港施設補修・整備工事費で基礎石の流出があった原因は何で

しょうか。 

経済建設課長（新本 博）  基礎石が流出した原因でございますが、干潮、満潮の水位差により

基礎石の隙間を通じて海水が流入し、浸透水が発生し、基礎石が押し流されたというところ

が原因ではないかと思います。長い年月の間そういった現象が繰り返され、また一方で、海

底の地盤も少し緩んでいる中で、この度流出して不安定な状態になったというところでござ

います。 

委員長（三島 好雄）  ほかにございませんか。 

委員（藤沢 宏司）  ２１㌻調査業務委託料で３０河川のうち要望の高い９河川を浚渫するため

の調査をするということですが、その要望があったところは、本当に溜まっている河川なん

ですか。 

土木課長（上田 佳宏）  令和７年度から５か年という計画ですが、それまでは令和２年から５

か年で実施しておりました。その５か年でやった成果というのもありますし、前回の５か年

で対応できなかった部分があります。それについては以前から要望がありましたので、今回

以降の計画において、現場を確認しながら対応していきます。 

委員（藤沢 宏司）  一般質問を以前したときに、要望のあるところから浚渫をしていくという
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話がありました。私それはおかしいんじゃないかという話をさせていただきました。要望が

あってもほかの河川と比べて大丈夫であれば、もっと危険なところを優先すべきであろうと

思います。浚渫した河川にまた土砂が堆積したときは浚渫するのですかと聞いたところ、調

査をしてやるという話がありました。その辺含めてですね、要望があればやるというのであ

れば、皆で要望しますよ。ただそれが正しいやり方なのかというと非常に疑問が生じてきま

す。やはりその辺はちゃんと調査をして、緊急性の高いものからしていくということが大前

提だと思います。全部やったらどうですかとも思いますが、その辺り含めてどういう考えな

のか教えてください。 

土木課長（上田 佳宏）  前回、施工したところも今回の５か年計画にも計上しております。河

川によってはどうしても土砂が溜まりやすい川もございますし、全く必要ないところもあり

ます。それについては過去５か年の土量の調査を見て、管理者として、今回９か所という判

断をしております。地元の意見とも言いますが、それぞれの河川の都合というのがございま

すので、定期的に粛々と行っていきます。 

委員（藤沢 宏司）  最後に、３０河川のうち９河川を今回調査しますが、ほかの２１河川は大

丈夫なんですか。 

土木課長（上田 佳宏）  川によって浚渫の量というのは異なっておりますので、今回は緊急性

の高い９河川ということで対処をしております。 

委員長（三島 好雄）  ほかにございませんか。 

委員（岡村 茂樹）  今のところで、その９河川の名称を教えてください。 

土木課長（上田 佳宏）  ９河川については、まず、伊陸地区は、戸石川、勝治川、大迫川の３

か所です。続きまして、日積地区は、宮ノ下川、御山田川、川谷川。柳井地区は、姫田川。

最後に伊保庄地区は、神出川と中村川の２か所で、以上の９河川です。 

委員長（三島 好雄）  ほかにございませんか。 

委員（中川 隆志）  ２０㌻商工振興費の市制度融資保証料補給補助金で、３００万円用意して

いたが、あっという間になくなったので追加で３００万円ということだと思いますが、利用

者にとっては非常に便利な制度だと思いますが、これは市民にとってどういうメリットがあ

りますか。 

商工観光課長（水村 康弘）  中小企業の皆様に融資する制度の保証料について補助しているも

のでございます。やはり新規に利用される方、それと資金繰りのために利用される方がおり、

７種類ぐらいのメニューでやっております。市民にどのようなメリットがあるといえば、店

舗の開設による経済の活性化が、一番のメリットではなかろうかと思っております。 

委員長（三島 好雄）  ほかにございませんか。 

委員（藤沢 宏司）  １９㌻のアクティブやないのエアコンの修繕で、これで全部エアコンが新

しくなるということですよね。 

商工観光課長（水村 康弘）  全て新しくなります。 

委員（藤沢 宏司）  今までも何回か取り替えているのかと思いますが、夏場の暑い時期に使え

なかったということですよね。できれば、定期的に取り替えるようにして欲しいと思います

がいかがですか。 
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商工観光課長（水村 康弘）  今回の不具合につきましては、１階においては、１、２週間に１

回ぐらいエラーメッセージが出て温度調節がきかなくなっていました。その際は主電源をオ

フにして立ち上げることによって、何とか使っている状況です。２階につきましては、冷た

い空気は、吹き出し口から出ますが、風量が上がらないためサーキュレーター等で今対応し

ているような状況でございます。今まで１度も不具合が発生しておりませんでしたが、部品

がございませんので、基盤とエアコンの室外機の修繕を行い、室内配管はそのまま利用する

予定でございます。 

委員（藤沢 宏司）  定期的に替えないのですかと言ったのですが。 

商工観光課長（水村 康弘）  今まで定期的に行っておりませんでしたので、頃合を見ながら考

えていきたいと思います。 

委員長（三島 好雄）  ほかにございませんか。 

委員（中川 隆志）  新しいエアコンが入るということは、二酸化炭素の削減ができると思いま

すが、どれぐらい削減できるか分かれば教えてください。 

商工観光課長（水村 康弘）  ２７年前のエアコンと比べればかなり削減されると思います。ま

た、電気料金についても、性能が上がっておりますので、そういったものは確実に改善され

るものと思われます。 

委員長（三島 好雄）  ほかにございませんか。 

委員（平岡 実千男）  ２１㌻市道整備工事費で看板立てるということで、Ｂはいいと思います

が、Ａは大きい交差点であるので１個だけで見えるのですか。 

土木課長（上田 佳宏）  本来であれば、手前の国道の敷地内とか、あとは、県道の敷地内に設

置するというところもありますが、今回はあくまでもお願いの看板で、何度も往来する方に

対して周知したいということ、また、なるべく市道の敷地内で対応したいということで、図

面のとおりの箇所に設置いたします。 

委員長（三島 好雄）  ほかにございませんか。 

［ 「なし」と呼ぶ者あり ］ 

委員長（三島 好雄）  それではないようでございましたら、委員外議員さんから御質疑はござ

いませんか。 

［ 「なし」と呼ぶ者あり ］ 

委員長（三島 好雄）  それではないようでございましたら、以上で質疑を終わります。 

これより、議案第４６号中の本委員会所管部分について、委員会としての採決を行います。

お諮りいたします。本案を原案のとおり可決すべきものと決することに御異議ございません

か。 

［ 「異議なし」と呼ぶ者あり ］ 

委員長（三島 好雄）  御異議なしと認めます。よって、議案第４６号中の本委員会所管部分に

ついては、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決しました。 

  次は、認定第１号令和６年度柳井市水道事業会計決算認定について、これを議題といたし

ます。執行部から補足説明があればお願いします。 

下水道課長（糸浴 秀樹）  水道事業は、令和７年４月１日に柳井地域の水道事業、水道用水供
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給事業と経営統合を行いました。経営統合前の令和６年度決算につきましては、統合前の各

市町議会において認定を求めるものでございます。 

それでは令和６年度柳井市水道事業会計決算書の４、５㌻をお願いします。収益的収入及

び支出の決算額、資本的収入及び支出の決算額並びに資本的支出に対する不足額につきまし

ては、本会で説明したとおりです。 

決算の詳細につきましては、収益費用明細書及び資本的収支明細書において説明させてい

ただきます。それでは２２㌻をお願いします。収益費用明細書ですが、こちらは消費税及び

地方消費税抜きの金額となっております。 

初めに、収入の部から説明いたします。 

水道事業収益の営業収益のうち、給水収益は水道料金の収入です。前年度と比較して、使

用水量は約９，０００㎥増加し、約２，９４０万円の増収となっています。これは令和５年

１２月検針分からの料金改定によるものです。収納率は９９．４６％で、前年度とほぼ同じ

水準です。今後も引き続き収納対策を実施し、収納率の維持、向上に努めてまいります。 

他会計負担金は、前年度と比較し約１７６万円増加しています。消火栓設備修繕負担金に

係る負担金の増によるものです。 

その他営業収益の手数料は、給水工事を申請する際の工事審査手数料と指定給水装置工事

事業者の指定の申請及び更新をする際の手数料で、前年度と比較して約６０万円の減収とな

っています。負担金は、給水工事で設置する水道メーターの加入負担金で、前年度と比較し

て約７００万円の減収です。５年度には、駅前マンションほか、アパート建設があった反動

で６年度は４年度以前と同じ状況に戻った恰好です。 

次に、営業外収益の他会計負担金は、国が示した高料金対策に対する一般会計からの基準

内繰入金で、約４，３５０万円の減収となっております。主な原因は国の高料金対策に係る

補助金が減少したことです。 

他会計補助金は、前年度と比較して約１，７４０万円の増収となっております。広域化に

要する経費と簡易水道事業に係る修繕費が増えたことによるものです。 

長期前受金戻入は、補助金等により取得した資産の減価償却費相当分を繰延収益から繰り

入れたものです。前年度比約３５万円の減少となっております。 

雑収益は、市役所庁舎別館の利用料負担金収入等です。前年度比約５３万円の減少となっ

ております。 

特別利益は、水道メーター紛失の求償によるものです。 

以上が収入の部です。 

２３㌻をお願いします。続きまして、支出の部でございます。 

   営業費用の原水及び浄水費は、広域水道企業団からの受水費と平郡簡易水道の浄水処理に

係る経費です。決算額は、前年度比約１，７１０万円増加していますが、簡水事業にかかる

維持管理費の増に伴う委託料が約１９０万円増、平郡東西の浄水場内の機器修繕に伴い修繕

費が約１５０万円及び石井ダム施設の更新に伴う水道事業負担金が約１,５００万円による

ものです。 

配水及び給水費は、各家庭や企業に届けるために必要な配水管や給水装置などの維持管理、
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および量水器の維持費用などにかかる費用です。決算額は、前年度比約９３０万円の減とな

りました。主な要因は、人事異動による人件費が約４５０万円の減、令和６年度に計画策定

業務がなかったことにより委託料が約８００万円の減となったことによるものです。 

委託料は、配水池に係る監視業務の委託や配水施設に係る保守点検委託に係る経費を計上

しています。 

修繕費の主なものは、配水管破損・漏水に係る修理費とメーター取替費です。メーター取

替は計量法の規定により８年に１度取替を行うことになります。 

次に総係費は、事務的経費全般に係る経費です。前年度比約７６０万円の増となりました。

人事異動等による人件費が約８５０万円の減となった一方で、広域化に伴い別館や職員駐車

場にかかる修繕費が約２５０万円の増、準備担当経費にかかる柳井市水道事業の負担金が約

１,４００万円の増となったことが主な要因です。 

２５㌻をお願いします。委託料は、水道料金の検針・徴収・閉開栓業務等全ての窓口業務

を委託する水道料金窓口業務等包括外部委託料と料金・会計システムの保守業務を委託して

います。 

手数料の主なものは、口座振替等の手数料です。 

負担金は広域化検討負担金と水道庁舎管理負担金が主なものです。 

貸倒引当金繰入額は、令和６年度分の未収金に係る貸倒見積額を引当てるもので、昨年度

と比較し約１０万円減少しています。 

減価償却費は、有形・無形固定資産の償却額の計で、配水管整備事業により約５８万円増

加しています。２６、２７㌻に明細を載せています。 

資産減耗費は、配水管の更新や水道メーター取替に係る固定資産の除却費です。 

次に、営業外費用の支払利息及び企業債取扱諸費は、企業債の支払利息です。２８㌻から

３１㌻に企業債明細書を添付しています。 

雑支出は、特定収入仮払消費税の振替等です。 

特別損失は、該当がありませんでした。 

以上、説明しました収入合計金額は、２２㌻の一番上の欄の水道事業収益１０億２，６９

０万６，４０５円となり、２３㌻の支出の一番上の欄の支出合計金額である水道事業費用の

１０億６５４万５，６４２円を差し引いた、２，０３６万７６３円が６㌻の損益計算書の下

から４段目の当年度純利益となります。 

以上が収益費用明細書の説明でございます。 

続きまして、３２㌻をお願いします。資本的収支明細書の説明をさせていただきます。こ

ちらは消費税及び地方消費税込みの金額となっております。 

初めに収入の部でございます。 

資本的収入の企業債は、配水管整備事業に係る財源としての起債借入れです。 

出資金の一般会計出資金は、第３期拡張事業や統合簡易水道建設改良事業等に係る一般会

計からの繰入金です。 

補助金は、配水管整備事業に対する国庫補助金で、重要給水拠点までの配水管を耐震化す

る事業に充てられるものです。 
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負担金は、消火栓工事負担金と給水拠点整備事業負担金です。 

次に、３３㌻をお願いします。支出の部でございます。 

資本的支出のうち、建設改良費の工事請負費は、配水管整備事業、配水施設整備事業、消

火栓新設改良事業等です。工事の詳細につきましては１５、１６㌻をお願いします。配水管

整備事業では、２件の繰越工事や配水本管布設工事、配水管布設替工事を実施しました。い

ずれも現場条件にあった耐震性の高い管種を採用しています。消火栓新設改良事業では３地

区で５基の消火栓を施工し、送水施設整備事業では、繰越工事として水道用水供給事業の送

水管から柳井第２配水池への直接送水への切り替え工事を実施しました。水道管移設事業で

は、平郡地区の県道東浦西浦線災害復旧に伴い、支障となる導水管移設工事を実施していま

す。配水施設整備事業では、繰越工事として柳井第２配水池内の電気設備工事を実施し、給

水拠点工事としてサンビームやない駐車場に給水栓の設置工事を実施しました。 

３３㌻に戻っていただき、企業債償還金は、企業債元金償還金の支出でございます。 

固定資産購入費の機械及び装置購入費は、メーター購入費です。工具、器具及び備品購入

費は、水道施設情報管理システムサーバーの更新経費でございます。 

以上が資本的収支明細書の説明となります。 

最後に８、９㌻をお願いします。これまで決算認定時に剰余金の処分について、議案を別

に提出しておりましたが、今回は企業団議会に提出する予定でございます。これは企業団が

４月１日に経営統合し、剰余金を含む水道事業の資本を承継したことによるものでございま

す。この手法は、先に経営統合した広島県水道広域連合企業団と同じ方法です。 

なお処分の方法については、経営統合前の考え方を踏襲します。具体的には、８㌻に記載

している剰余金処分計算書のとおりです。 

以上が令和６年度柳井市水道事業会計決算の説明となります。 

委員長（三島 好雄）  ただいまの説明を受けまして、各委員さんから御質疑、御意見等はござ

いませんか。 

委員（中川 隆志）  ２４㌻のメーター取替費で、要するに８年経ったものを毎年更新していく

ということですか。 

下水道課長（糸浴 秀樹）  そのとおりでございます。 

委員（岡村 茂樹）  ２４㌻の委託料で令和５年度には水道ビジョン策定業務委託料がありまし

たが、令和６年度にはないということは完了されたのだと思いますが、これについて公表す

る予定はありますか。 

柳井地域広域水道企業団派遣建築部付部長（西本 和生）  水道ビジョンについては、令和５年

に計画策定を行い、柳井市だけのときは市のホームページで公開しておりました。現在にお

いても柳井地域広域水道企業団のホームページで公開しております。 

委員長（三島 好雄）  ほかにございませんか。 

［ 「なし」と呼ぶ者あり ］ 

委員長（三島 好雄）  それではないようでございましたら、委員外議員さんから御質疑はござ

いませんか。 

［ 「なし」と呼ぶ者あり ］ 
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委員長（三島 好雄）  それではないようでございましたら、以上で質疑を終わります。 

これより認定第１号について、委員会としての採決を行います。お諮りいたします。本案

を原案のとおり認定と決することに御異議ございませんか。 

［ 「異議なし」と呼ぶ者あり ］ 

委員長（三島 好雄）  御異議なしと認めます。よって、認定第１号は、全員異議なく、原案の

とおり認定と決しました。 

次は、認定第２号令和６年度柳井市下水道事業会計決算認定について、これを議題といた

します。執行部から補足説明があればお願いします。 

下水道課長（糸浴 秀樹）  補足説明を申し上げます。決算書３４、３５㌻からとなります。令

和６年度柳井市下水道事業決算報告書の内容につきましては、その明細を記載しております

５３㌻からの収益費用明細書及び６６㌻からの資本的収支明細書において説明させていた

だきます。それでは５３㌻からの収益費用明細書をお願いします。掲載額につきましては、

消費税及び地方消費税抜きの金額となっております。 

初めに収入の部です。下水道事業収益の営業収益、下水道使用料は、公共下水道使用料及

び農業集落排水施設使用料です。対前年比１，５２８万６，０００円、７．１％増で、令和

５年１２月検針分から実施した使用料の改定により、公共下水、農業集落排水ともに使用料

は増となりました。なお、令和６年度の下水道使用料の現年度分の収納率は、公共下水道が

９９．２５％、農業集落排水施設が９９．２７％で、前年度と同程度となっております。 

雨水処理負担金は、雨水処理に要する経費として、維持管理費、減価償却費及び支払利息

に要した費用を一般会計からの繰入金として計上しています。対前年比１，４９９万２，０

００円減で、令和５年度に実施した浸水想定区域図策定業務委託料に係る経費等の維持管理

費が減少したことによるものです。 

その他営業収益は、受益者負担金に係る督促手数料と排水設備指定工事店に係る新規指定

手数料です。次に営業外収益のうち、他会計負担金は、国の繰出基準に基づき算定した繰入

金です。主に減価償却費及び支払利息等の資本費に着目した繰入金でございます。対前年比

で１，６２７万９，０００円の減で、下水道使用料の改定により、使用料収入が増加となる

ことによるものです。 

他会計補助金は、市との協定に基づき算定した繰入金です。公共下水、特定環境保全公共

下水道及び農業集落排水の各事業で、当年度純損失を計上しない額を運営費補助として繰入

を受けています。対前年比１，１２７万３，０００円の減で、下水道使用料の改定により、

使用料収入が増加となることによるものです。 

国庫補助金は、総係費の委託料に係る国庫補助金です。 

長期前受金戻入は、補助金等により取得した資産の減価償却相当分を繰延収益から繰り入

れたものです。対前年比２４６万４，０００円の減で、令和６年度の減価償却分が減少した

ことによるものです。 

その他雑収益は、占用料及び消費税及び地方消費税の調整額です。 

特別利益の該当はありませんでした。 

以上が収入の部です。 
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続きまして、５４㌻をお願いします。支出の部でございます。営業費用の管渠費は、汚水

のマンホールポンプを含む管渠施設に係る維持管理に要した経費です。維持管理費として、

マンホールポンプの異常等を通知するための通信回線料、管渠施設の点検、監視、維持管理

に伴う委託料、マンホールポンプ本体や付随する機器、電装品等の修繕費、ポンプを運転す

るための動力費を計上しており、その決算額は、対前年比７６万７，０００円の増です。主

な差異は、大畠地区農業集落排水不明水調査業務等の委託料です。 

ポンプ場費は、雨水ポンプ場に係る維持管理費に、職員１名分の人件費を計上しておりま

す。人件費として、給料、手当等、賞与引当金繰入額、法定福利費を計上しております。維

持管理費として、ポンプの稼働状況の通知や、異常時の発報にかかる通信費、雨水ポンプ場

を適正に運転、維持管理、機器点検するための委託料、５５㌻になりまして、設備の修繕費、

動力費として、ポンプを運転するための電気、燃料代を計上しております。その決算額は、

対前年比５５１万円の減です。主な差異は、雨水ポンプ場に係る修繕費の減となっています。 

続いて処理場費は、柳井浄化センター及び農業集落排水の各処理場にかかる維持管理経費

です。各処理場の運転、点検、管理のための委託料、ポンプや装置等の修繕費、各処理場運

転のための動力費、汚水処理のための薬品費を計上しております。その決算額は、対前年比

２５３万５，０００円の増です。主な差異は、柳井浄化センターの維持管理業務委託料等と

動力費の増となっています。 

次の総係費は、管渠費、ポンプ場費、処理場費以外の経費として、主に事務に関する経費

や業務の委託料、職員６名分の人件費を計上しています。５６㌻になります。主な経費につ

いて説明しますと、上から９項目、中段の委託料として、農業集落排水施設維持管理適正化

計画策定業務及び電算システム保守業務委託料等を、下から６項目の負担金として、上下水

道料金お客様センターに要する経費など水道事業との共通経費のうち、下水道事業の負担分

等を計上しております。その決算額は、対前年比４，２４２万５，０００円の減です。これ

は令和５年度に実施した雨水浸水想定区域図策定業務委託料及び下水道事業計画区域見直

し業務委託料が業務の完了に伴い減となったものです。 

５７㌻になります。減価償却費及び資産減耗費は、５８、５９㌻の固定資産明細書を御参

照ください。減価償却費は、建物、構築物、機械及び装置、工具器具及び備品の償却額の計

で、５９㌻の表の右から４列目の下、当年度増加額の合計額となっています。資産減耗費は、

５８㌻の当年度減少額のうち機械及び装置に計上した額となります。 

５７㌻をお願いします。営業外費用、支払利息及び企業債取扱諸費は、企業債支払利息で

す。その決算額は、対前年比１０６万８，０００円の減です。これは、平成７年借入分の償

還終了によるものです。 

雑支出は、過年度調定に係る使用料の還付金、特定収入仮払い消費税等でございます。そ

の決算額は、対前年比４９８万１，０００円の減です。これは、委託料に充てた補助金額の

減によるものです。 

以上、説明しました収益と費用の合計金額は、５３㌻表の一番上の下水道事業収益と、５

４㌻一番上の下水道事業費用が同額で、差額は０円となっています。以上が収益費用明細書

の説明でございます。 
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続きまして６６㌻からの資本的収支明細書でございます。こちらの金額は、消費税及び地

方消費税込みの額となっております。 

収入の部で資本的収入の企業債は、建設改良費に充てる財源としての企業債収入です。 

出資金の一般会計出資金は、国の繰出基準に基づき算定した企業債元金償還に対する繰入

金、市との協定に基づき算定した資本的収支の不足額に対する繰入金でございます。 

補助金の国庫補助金は、公共下水道事業に対する国庫補助金として、社会資本整備総合交

付金、大規模雨水処理施設整備事業補助金の交付を受けております。 

分担金及び負担金は、受益者負担金に係る収入です。 

次に６７㌻は資本的支出です。建設改良費、公共下水道事業費は、職員１名分の人件費を

含む事務費、工事・業務に係る委託料、工事請負費等でございます。建設改良費の概要につ

きましては、４５、４６㌻に掲載しておりますので御参照願います。 

公共下水道事業費として、東土穂石雨水ポンプ場建設工事、ストックマネジメント計画に

基づく、柳井浄化センターの電気設備等の更新工事、南町地区、下大祖地区の汚水管渠工事、

市内１１か所の公共桝設置工事を行い、田布路木雨水ポンプ場に係る耐震診断業務を行いま

した。 

６８㌻に戻っていただきまして、固定資産購入費は、柳井浄化センターで使用するポータ

ブルマルチ水質計の購入費です。 

次の企業債償還金は、建設改良のために借り入れた企業債に係る元金償還金です。 

以上が資本的収支明細書の説明となりまして、令和６年度下水道事業会計の決算説明は以

上でございます。 

委員長（三島 好雄）  ただいまの説明を受けまして、各委員さんから御質疑、御意見等はござ

いませんか。 

［ 「なし」と呼ぶ者あり ］ 

委員長（三島 好雄）  それではないようでございましたら、委員外議員さんから御質疑はござ

いませんか。 

委員外議員（篠脇 丈毅）  ５３㌻雨水処理負担金は何が当たるのでしょうか。 

下水道課補佐（西原 亨）  主に雨水処理に係る人件費や事務費、支払利息、減価償却費等でご

ざいます。これは基準内の繰り入れの部分でございます。 

委員外議員（篠脇 丈毅）  排水機場がありますよね。いわゆる雨水を排水するための経費と考

えてよろしいでしょうか。 

下水道課長（西原 亨）  おっしゃるとおりでございます。 

委員外議員（篠脇 丈毅）  合流式じゃないからそういうことでしょうね。分かりました。 

委員長（三島 好雄）  ほかにございませんか。 

［ 「なし」と呼ぶ者あり ］ 

委員長（三島 好雄）  それではないようでございましたら、以上で質疑を終わります。 

これより認定第２号について、委員会としての採決を行います。お諮りいたします。本案

を原案のとおり認定と決することに御異議ございませんか。 

［ 「異議なし」と呼ぶ者あり ］ 
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委員長（三島 好雄）  御異議なしと認めます。よって、認定第２号は、全員異議なく、原案の

とおり認定と決しました。 

  それでは休憩に入ります。 

 

（休憩 午前１１時３分） 

（再開 午前１１時１７分） 

 

副委員長（岡村 茂樹）  休憩を閉じて委員会を再開いたします。 

  委員長が不在のため、副委員長の岡村が委員長の職務を行います。 

次に、大きな２番の付託調査事項についてでございます。 

１番目の中心市街地の活性化と企業誘致について、執行部から報告事項等がございました

ら、御説明をお願いいたします。 

商工観光課長（水村 康弘）  南浜の市有物件の状況について御報告いたします。 

７月の委員会において、南浜の市有物件に関して御質問をいただき、その際には７月末ま

でに要望をいただいている企業から計画書の提出がある予定と御説明申し上げました。 

その後、実際に企業から計画書の提出がございましたが、内容について精査したところ、

騒音対策や原材料の搬入ルート、事業の採算性といった点が検討されておりませんでした。

こうした状況を踏まえ、企業側とも協議を行い、今回、南浜の市有物件への進出については、

一旦白紙に戻すことを御了承いただいたところでございます。 

現在は、次に希望を示されている別の企業との協議を進めている段階であり、引き続き誘

致実現に向けて取り組んでまいります。 

副委員長（岡村 茂樹）  ただいまの報告を受けまして、各委員さんから何か御質疑、御意見等

はございませんか。 

委員（藤沢 宏司）  ちなみに次の企業からいつごろまでに事業計画が出てくるのですか。 

商工観光課長（水村 康弘）  ９か月を目途としておりますので、来年の当初にいただければと

考えております。 

委員（藤沢 宏司）  ９月からですか。 

商工観光課長（水村 康弘）  はい。来年の５月ごろが目途です。 

副委員長（岡村 茂樹）  ほかにございませんか。 

［ 「なし」と呼ぶ者あり ］ 

副委員長（岡村 茂樹）  それではないようでございましたら、委員外議員さんから御質疑はご

ざいませんか。 

［ 「なし」と呼ぶ者あり ］ 

副委員長（岡村 茂樹）  それではないようでございましたら、報告事項以外で各委員さんから

この調査事項について、何か御質疑、御意見等があればお願いいたします。 

委員（藤沢 宏司）  今、南浜の土地についてお話がありましたが、ほかの場所についても申し

入れがありませんか。 

商工観光課長（水村 康弘）  市内の卸団地にある居抜き物件を別の企業から見させて欲しいと
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聞いております。それから旧オートバックス跡地につきましても興味を示されている事業者

が２、３社あります。具体的には計画等まで行っておりませんが、問合せは受けております。 

委員（藤沢 宏司）  自分で土地を造成して進出したいというような企業はありませんか。 

商工観光課長（水村 康弘）  そういった話は今のところございません。 

［ 委員長入室 ］ 

委員長（三島 好雄）  失礼しました。 

  ほかにございませんか。 

［ 「なし」と呼ぶ者あり ］ 

委員長（三島 好雄）  それではないようでございましたら、以上でこの件についての協議・審

査を終わらせていただきます。 

    続きまして、２番目の地域資源を生かした観光の振興について、執行部から報告事項等が

ございましたら、御説明をお願いいたします。 

商工観光課長（水村 康弘）  商工観光課から３点御報告がございます。まず１点目でございま

すが、第３４回柳井金魚ちょうちん祭りについて御報告いたします。 

祭り当日の来場者数は約８万９，０００人で昨年より３，０００人増加し、大変な賑わい

となりました。 

当日は、昨年に引き続き、熱中症警戒アラートが発令される中、日中から多くの方に御来

場いただきましたが、祭り終了までに熱中症による救護所の利用は１件もございませんでし

た。これはミストシャワーの設置箇所を昨年の８か所から１０か所へ拡充したことや、柳井

産業運輸株式会社様の御協力により、クールスポットとして冷凍車を１台から２台に増設し

たことに加え、会場内での熱中症予防アナウンス、さらには来場者の皆様による意識的な水

分補給などの対策が功を奏したものと考えております。 

また、本年は柳井市合併２０周年を記念し祭りのフィナーレとして、３００機のドローン

によるドローンショーを実施いたしました。夜空に描かれる立体的な柳井金魚ちょうちんな

どの演出は、多くの来場者から高い評価をいただき、祭りを締めくくるにふさわしい企画と

なりました。 

続きまして資料０４を御覧ください。山口デスティネーションキャンペーンのプレキャン

ペーンについて御報告いたします。 

本年１０月１日から１２月３１日まで、山口デスティネーションキャンペーンプレキャン

ペーンが開催されます。このプレキャンペーンを皮切りに、来年には本キャンペーン、再来

年にはアフターキャンペーンが実施され、３年間に渡り１０月から１２月の期間で開催され

る予定です。 

本市における主な取組といたしましては、白壁の町並みでのシークレットミュージアム 

Ｙａｎａｉ Ｙａｍａｇｕｃｈｉ、月性展示館での木版印刷体験やＱＲコードを読み取って

表示させるＡＲコンテンツ、やない西蔵での特別企画柳井金魚ちょうちん一から製作体験、

柳井市観光協会によるやない～ね！グルメフェアなど多彩な企画を準備しております。 

また、プレキャンペーン期間中の１１月３日から１２月１３日には、観光列車ＷＥＳＴ 

ＥＸＰＲＥＳＳ銀河が運行されます。これに併せ、停車時間を活用し、料飲組合の皆様の御
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協力を得て朝食の販売も予定しております。 

続きまして、２０２５サザンセト・ロングライドｉｎやまぐちについて御報告いたします。 

本大会の参加者募集は８月３１日をもって締め切りとなり、４０７名のお申し込みをいた

だきました。最小開催人数である４００名を上回ったことから、予定どおり１０月５日日曜

日に開催することとなりました。 

また、柳井商工会議所をはじめ、各町の商工会においては協賛金の御協力依頼に取り組ん

でいただいております。 

大会当日は、エイドステーションの運営や沿道での御声援をお願いするとともに、事故の

ない大会運営を目指し、関係課および関係機関と連携して準備を進めてまいります。 

委員長（三島 好雄）   ただいまの報告を受けまして、各委員さんから何か御質疑、御意見等

はございませんか。 

委員（中川 隆志）  デスティネーションキャンペーンで、コンセプトにＡ ＪＯＵＲＮＥＹ Ｔ

Ｏ ＨＡＰＰＩＮＥＳＳとありますが、柳井で作ったものじゃないですよね。 

商工観光課長（水村 康弘）  そうです。 

委員（中川 隆志）  コンセプトのところに幸福感に満ちたプレミアムな旅を満喫いただきたい

とあって、英語を訳すと幸せの旅ですがそういうことですか。 

商工観光課長（水村 康弘）  このコンセプトに関しましては、山口県で作製しておりまして、

万福の旅 おいでませ ふくの国、山口としてキャンペーンを開催される予定でございます。

山口に実際に来ていただいて、山口を満喫していただきたいということで、ＪＲもデスティ

ネーションキャンペーンということで、この期間、広告や特別列車など山口に特化したもの

を作成して、全国から迎え入れる予定でございます。 

委員（中川 隆志）  ＨＡＰＰＩＮＥＳＳは万福の福にかけているんですかね。 

商工観光課長（水村 康弘）  おそらくそうなっていると思います。 

委員（中川 隆志）  柳井市としてそのコンセプトに応えられるようなものがありますか。 

商工観光課長（水村 康弘）  県で１０月に実施される会議をもってＪＲも含めて一斉にキャン

ペーンが開催される予定となっております。柳井市におきましては、見る、触れる、体験す

るということで、見る、体験するというところでシークレットミュージアムであったりとか、

食べるというところで果子乃季において実施されるスイーツの食べ放題であったりとか、体

験するということで月性記念館での木版印刷とかそういったものを組み合わせて、観光客を

迎え入れる準備をしております。 

委員（中川 隆志）  スイーツの食べ放題は万福にかかっているということですか。 

商工観光課長（水村 康弘）  食べる満腹にもかかっております。それと万福というのは、みん

なに福があるようにというところで県が考えているのかと思います。 

委員長（三島 好雄）  ほかにございませんか。 

委員（藤沢 宏司）  ロングライドでスポーツ協会からボランティアの募集をされていましたが、

朝４時３０分から６時までと１１時から１７時までで来ていたのですが、昔は走るところに

補助員のような人がついていましたが、今回はつけるのですか。 

商工観光課長（水村 康弘）  警備員の配置はもちろん行います。ただ前回より最少人数で開催
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するため、予算を削減しておりますので、精査しながら路上に警備員並びに看板を設置し案

内するようにしていく予定でございます。 

委員長（三島 好雄）  ほかにございませんか。 

委員（君国 泰照）  また来年以降の計画で結構ですが、スイーツだけでなくやはり柳井も柳井

と言ったらあれを食べようといった何か突出したものが必要だと思います。最近は観光でグ

ルメ目当てで来るような人が多いんですよね。昔もおかゆとか般若御膳といったものもあっ

たんですけどね。柳井と言ったらこれを食べないといけないというようなものを研究する勉

強会とか講師を呼んで話を聞くとか開発するように努力をしていただきたいと思います。 

商工観光課長（水村 康弘）  今回のプレキャンペーンにつきましてもあさひ製菓のスイーツも

ございますが、やない～ねグルメフェアというところで、秋に関してはやない～も、冬に関

してはやない～ちごグルメフェアをやっております。柳井シーフードストリートの大畠方面

では新鮮な海産物を生かして丼ぶりや釜めし、刺身というところでいろいろ提供されている

店舗もございますので、こういったものも同じようにデスティネーションキャンペーンで紹

介していきたいと考えております。 

委員長（三島 好雄）  ほかにございませんか。 

［ 「なし」と呼ぶ者あり ］ 

委員長（三島 好雄）  それではないようでございましたら、委員外議員さんから御質疑はござ

いませんか。 

委員外議員（山本 達也）  先ほどの報告で合併２０周年記念でドローンショーをやって高い評

価でしたと言われましたが、何をもって高い評価だったのかというのをお聞きしたいです。

それとこれに事業費を６６０万円かけました。それの内訳が分からないのですが、商工会議

所でもこれに対する寄付金を募ったそうですが、その辺りの精査もされているのかお聞かせ

ください。それと最初に併せて言おうと思ったのですが、２４日にシークレット花火があり、

ほぼ同じくらいの事業費と聞いていますが、その評価も高い評価だったという声を私は実際

聞いております。ドローンショーは何をもって高い評価だったと言われているのですか。 

商工観光課長（水村 康弘）  来場者の知り合いの方からお聞きしたのもありますが、旧Ｔｗｉ

ｔｔｅｒのＸであったり、Ｉｎｓｔａｇｒａｍで検索したところ、皆さん高い評価で投稿さ

れておりましたので、高い評価と表現させていただきました。それと商工会議所の予算の関

係で、商工会議所も寄付を募られており、事業の精算についてまだ行っておりませんが、６

６０万円のうちの３００万円ぐらい協賛金が集まったと聞いておりますので、今後精算に向

けて商工会議所と協議を行いたいと考えております。 

委員長（三島 好雄）  ほかにございませんか。 

［ 「なし」と呼ぶ者あり ］ 

委員長（三島 好雄）  それではないようでございましたら、報告事項以外で各委員さんからこ

の調査事項について、何か御質疑、御意見等があればお願いいたします。 

［ 「なし」と呼ぶ者あり ］ 

委員長（三島 好雄）  それではないようでございましたら、以上でこの件についての協議・審

査を終わらせていただきます。 
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    続きまして、３番目の農林水産業及び地域の活性化について、執行部から報告事項等がご

ざいましたら、御説明をお願いいたします。 

農林水産課長（村田 裕紀）  それでは農林水産課より３点ほど説明させていただきます。１点

目は資料５の柳井ファーマーズマーケットの開催についてです。 

ファーマーズマーケットにつきましては、地元農産物生産者や加工グループの連携強化と

地産地消の推進を目的に開催しているもので、今年度は１０月２５日土曜日に開催いたしま

す。例年どおりフラワーランドの無料開放日に併せて実施し、入場は無料としております。 

参加団体は、市内の朝市、農業法人、女性グループなど８団体に加え、大阪府泉佐野市と

新たに柳井商工高等学校、柳井市観光協会が加わり、計１１団体で地元農産物等の販売を行

う予定でございます。 

また、昨年同様に時間指定はございますが、来場者の皆様にはおにぎり２００個を２回及

び紅白餅１，２００個の無料配布を実施いたします。併せて、周防大島を拠点に活動する和

太鼓集団源（オリジン）の演奏などの催しを行いにぎわいの創出を図ってまいります。 

さらに、当日会場でのアンケート協力者の中から抽選で４０名に、柳井の農産加工品詰め

合わせやフラワーランドパスポートの引き換え券を発送することとしております。 

続いて、資料６の朝市連携スタンプラリーについてです。朝市連携スタンプラリーにつき

ましては、来月１０月１日水曜日から１１月２日日曜日まで の期間に実施いたします。市

内の朝市・直売所及びやまぐちフラワーランドを周遊していただくことで利用者の増加を図

るとともに、地産地消の一層の推進を目的としております。 

参加団体は、朝市や直売所など１２団体を予定しており、期間中に異なる５か所以上で買

い物をしてスタンプを集められた方を対象に、抽選で２０名に柳井の農産加工品詰め合わせ

を発送することとしております。 

続きまして３点目となりますが、柳井市伊保庄財産区廃止に係る手続きの経過報告につい

てです。資料７の財産区廃止のスケジュール表を御覧ください。 

今年３月の当委員会におきまして、伊保庄財産区を廃止後、伊保庄林野区へ移行する手続

きのスケジュールについて御説明いたしました。当初は、条例の一部改正等を３月議会に上

程する予定としておりましたが、１２月議会でも可能であることから、現在は１２月での廃

止に向け事務作業を進めているところでございます。また、令和７年４月に発行した広報や

ないにおいて、伊保庄財産区を廃止し、伊保庄林野区へ移行する計画について市民へ周知を

行っております。今回の朱書き部分が、前回お示ししたスケジュール表からの変更点でござ

います。 

今後は、このスケジュールに沿って手続きを進め、１２月議会において令和７年度補正予

算、柳井市市有林野条例及び柳井市基金条例の一部改正を上程する予定としておりますので、

よろしくお願いいたします。以上、御報告します。 

経済建設課長（新本 博）  ８月豪雨による農林施設災害について報告します。資料０３をお願

いします。 

８月９日から１１日の山口県を襲った豪雨は山口県西部に線状降水帯が発生し猛烈な雨

が長時間続きました。こうした中、柳井市においても３日間におよぶ断続的な降雨により、
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黒杭川ダム雨量局において、８月９日２３時から翌日１０日の２３時までの２４時間に１４

０㎜の雨量を観測し農林施設災害が発生しました。現在、復旧に向けて災害査定などの国や

県などへの手続きに着手しており、本日は被害の報告をさせていただきます。 

１㌻は国への申請を行う公共災害復旧事業の被災箇所位置図となります。ページの下側は

それぞれを集計したもので、被災件数は水路６件とため池１件の合計７件の農業用施設が被

災し被害額は５，０００万円となります。 

２㌻は比較的小規模な被災に対して復旧を行う単独災害復旧事業となります。農道７件と

水路１０件の合計１７件の農業用施設が被災し被害額は１，８００万円となります。 

今後は、早期の復旧に努め、これらの本復旧に必要な予算につきましては、１２月補正に

より対応させていただく予定でございます。報告は以上です。 

委員長（三島 好雄）  ただいまの報告を受けまして、各委員さんから何か御質疑、御意見等は

ございませんか。 

［ 「なし」と呼ぶ者あり ］ 

委員長（三島 好雄）  それではないようでございましたら、委員外議員さんから御質疑はござ

いませんか。 

［ 「なし」と呼ぶ者あり ］ 

委員長（三島 好雄）  それではないようでございましたら、報告事項以外で各委員さんからこ

の調査事項について、何か御質疑、御意見等があればお願いいたします。 

［ 「なし」と呼ぶ者あり ］ 

委員長（三島 好雄）  それではないようでございましたら、以上でこの件についての協議・審

査を終わらせていただきます。 

なお、本委員会に係る閉会中の付託調査事項については、引き続き、中心市街地の活性化

と企業誘致について、地域資源を生かした観光の振興について、農林水産業及び地域の活性

化についての以上の３点としたいと思いますが、これに御異議ありませんか。 

［ 「異議なし」と呼ぶ者あり ］ 

委員長（三島 好雄）  御異議なしということで、そのように決定させていただきます。 

次に、大きな３番のその他の事項についてでございます。 

執行部からこの委員会に対して何か報告事項等がございましたらお願いいたします。 

土木課長（上田 佳宏）  現在不燃物処理場として使用している柳井湾２号埋立申請地の期間伸

長について御報告いたします。 

  本年９月８日に執行となる柳井湾２号埋立免許につきまして、山口県に期間伸長の申請を

しておりましたが、９月４日付で１０年間伸長する許可書をいただきましたので御報告いた

します。 

委員長（三島 好雄）  ただいまの報告を受けまして、各委員さんから何か御質疑、御意見等は

ございませんか。 

委員（藤沢 宏司）  聞き逃してすみません。埋立はこの９月に許可を得たということですが、

令和８年から１０年ということですか。 

土木課長（上田 佳宏）  今回の執行期限が今年の９月８日までで、これまで県と申請の手続き
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を行ってきました。その結果９月４日に１０年間の更新の許可書をいただけたということで

それから１０年間、つまり令和１７年９月８日まで延伸の手続きをしていただきました。 

委員長（三島 好雄）  ほかにございませんか。 

［ 「なし」と呼ぶ者あり ］ 

委員長（三島 好雄）  それではないようでございましたら、委員外議員さんから御質疑はござ

いませんか。 

［ 「なし」と呼ぶ者あり ］ 

委員長（三島 好雄）  それではないようでございましたら、次の報告をお願いします。 

建築住宅課長（木戸 三千雄）  建築住宅課より、柳井ひとづくりアカデミーにつきまして御報

告申し上げます。資料０８をお願いします。 

柳井ひとづくりアカデミーは、様々な分野で活躍する講師の方に御講演をしていただき、

市民と職員がともに学び合い、まちづくりや人材の育成を図る目的で、平成２３年度から開

催しています。 

今回は一般社団法人さくらブリッジ理事で、片付けコーディネーターの湯上みどりさんを

お迎えして、空き家を片付ける時に困る家財整理に焦点をあてた講演会を行うものでござい

ます。 

講師である湯上さんは、整理収納アドバイザーの資格を持たれ、空き家問題にも長く取り

組まれている方です。広島市や呉市をはじめ各自治体と連携して、空き家になった家の片付

け活動や、空き家になる前の対策について現場で活動されておられます。 

空き家の家財整理については、利活用や除却の前段階に当たるもので、市として空き家対

策を進める上でこの点にも注力する必要があると考え、今回の講演会を開催するものです。 

１０月４日土曜日、１４時から１時間半程度の講演でございますので、是非御来場いただ

ければと思います。建築住宅課からは以上でございます。 

委員長（三島 好雄）  ほかの報告があれば続けてお願いします。 

商工観光課（水村 康弘）  資料０９をお願いします。前回の委員会におきまして君国委員から

柳井市の大型店や柳井市の小売店の状況を詳しく知りたいという御質問をいただきました。

また、市内の売上金額における大型店と小規模店の比率についてもお尋ねがありましたので

資料を基に御報告いたします。 

  まず、商業の推移を見ますと商店数は平成１４年の５７９事業所から令和３年の３５０事

業所に減少しております。一方で売り場面積は、７万６，５４５㎡から８万１，１７７㎡と

増加しており、進出する店舗の面積が拡大している状況です。年間商品販売額につきまして

は５４１億３，７００万円から４４１億２，７００万円と減少しておりますが、１店舗当た

りの販売額は９，３００万円から１億２，６００万円と約３５％増加しております。 

  次に、大型店と小規模店の利用比率についてですが、経済センサス等にはデータがなく、

柳井市政策企画課が実施した買物券事業の利用実績によりますと共通券の利用は大型店が

７０．４％、小規模店は２９．６％であり、大規模店の利用割合が高くなっています。 

委員長（三島 好雄）  ほかにも報告があればお願いします。 

農林水産課長（村田 裕紀）  前回の委員会で漁獲高について質問がありましたので御報告させ
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ていただきます。 

  令和５年度の漁獲高は２９５．７ｔとなっております。令和元年度の漁獲高は２１２．６

ｔであり、漁獲高は上がっておりますが、これにつきましてはイワシ網が阿月のほうにあり

ますが、イワシ網の漁獲高が６８．９ｔあります。それを差し引きますと２２６．８ｔで、

約５ｔ漁獲高が上がっているという状況でございます。上がっているものはマダイとかが上

がっております。これにつきましては、前回の委員会で説明いたしましたが、種苗放流を行

っております。それにつきまして令和２年度にマダイを１３万９，４００匹放流しておりま

す。ヒラメは４万２，１００匹、カサゴが３万１，０００匹、アワビが１万２，２００匹、

キジハタが４，３００匹、クルマエビが１万匹ほど放流しております。マダイにつきまして

は、令和５年度の漁獲高が１８７．７ｔ、ヒラメが２００ｔ、カサゴにつきましては６．１

ｔということになっておりまして、これにつきましては一定の効果が上がっていることと考

えております。 

委員長（三島 好雄）  ただいまの報告を受けまして、各委員さんから何か御質疑、御意見等は

ございませんか。 

［ 「なし」と呼ぶ者あり ］ 

委員長（三島 好雄）  それではないようでございましたら、委員外議員さんから御質疑はござ

いませんか。 

［ 「なし」と呼ぶ者あり ］ 

委員長（三島 好雄）  それではないようでございましたら、その他の件で各委員の皆さんから

本委員会の所管に属する事項について、御質疑等がございましたらお願いいたします。 

委員（川﨑 孝昭）  テレビとかでも最近クマ情報が多く、市民も大変敏感になっておられます

が、このクマらしきものというものは確認できていないのですか。 

農林水産課長（村田 裕紀）  クマらしきものとはクマを見たということですが、その見たもの

がドライブレコーダーに情報があったり、足跡があったりとかクマという情報があればクマ

が目撃されたとなります。情報というのは現地に行っても確認できない場合はらしきという

表現になります。 

委員（川﨑 孝昭）  市からよくメールが来ますがスズやラジオつけたぐらいで大丈夫だろうか

と問合せもあるのですがどうですか。 

農林水産課長（村田 裕紀）  野生動物は基本的には臆病な動物と言われております。人間を嫌

うため、人間が近くにいると感じると逃げると言われていますが、最近食べ物や残飯を置い

たりとか収穫しないままの農産物があるとどうしても人慣れしてきます。人慣れしてきます

と逃げない動物になりますので、なるべく皆で歩いたり音を出すことで基本的には臆病であ

るという習性を生かすための指導をしております。 

委員長（三島 好雄）  ほかにございませんか。 

［ 「なし」と呼ぶ者あり ］ 

委員長（三島 好雄）  それではないようでございましたら、以上でその他の事項につきまして

も終わらせていただきます。 

    皆様方には、慎重なる御審議をいただきまして、誠に御苦労さまでございました。それで
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はこれをもちまして本日の委員会を閉会いたします。 

 

（閉会 午前１１時５１分） 

 

 

 

 

委員長署名     三島 好雄       


